
第８号 

 

 

専決処分書 

 

令和６年度沼田市国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

 

 令和６年度沼田市の国民健康保険特別会計の補正予算（第５号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８９，１７９千円を減額し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，２３１，９３９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

上記、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分

する。 

 

 

  令和７年３月３１日 

 

 

沼田市長 星 野   稔    

  







 

 

 

 

 

 

 

令  和  ６  年  度 

 

 

沼田市国民健康保険特別会計補正予算（第５号）に関する説明書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













第９号 

 

 

専決処分書 

 

令和６年度沼田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和６年度沼田市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６１千円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ８２２，８６９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

上記、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分

する。 

 

 

  令和７年３月３１日 

 

 

沼田市長 星 野   稔    

  







 

 

 

 

 

 

 

令  和  ６  年  度 

 

 

沼田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に関する説明書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











第１０号 

 

 

専決処分書 

 

令和６年度沼田市電気事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 令和６年度沼田市の電気事業特別会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６，２６２千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２０６，９４１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

上記、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分

する。 

 

 

  令和７年３月３１日 

 

 

沼田市長 星 野   稔    

  







 

 

 

 

 

 

 

令  和  ６  年  度 

 

 

沼田市電気事業特別会計補正予算（第３号）に関する説明書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










